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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月2日(2017.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　当然ながら、当業者であれば、特定の要件及びその時々の要件に応えるために、既述し
た自転車用のリム１０および該リム１０を備える自転車用の車輪１１に対して様々な変更
や変形を施されうるが、このような変更及び変形の全ては、添付の特許請求の範囲に規定
された本発明の保護範囲内に包含されることに留意されたい。
　なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
［態様１］
　自転車用のタイヤ（１００）と接続するように構成された径方向外側部分（１２）と、
　各スポーク（１７）用の複数の取付孔（１６）を有する径方向内側部分（１４）と、
　を備え、
　前記径方向内側部分（１４）が、両側の側壁（１４ａ，１４ｂ）、および前記複数の孔
（１６）が形成された底壁（１４ｃ）を含む、自転車用のリム（１０）であって、
　前記径方向内側部分（１４）が、少なくとも前記側壁（１４ａ，１４ｂ）のうちの１つ
を前記底壁（１４ｃ）から区切る第１の曲率不連続部（１４ｄ，１４ｅ）を有しており、
　前記底壁（１４ｃ）が、少なくとも一部の前記孔（１６）において、前記スポーク（１
７）のヘッドを保持する、各孔付きインサート（１８）を収容するように構成されている
ことを特徴とする、自転車用のリム（１０）。
［態様２］
　態様１に記載の自転車用のリム（１０）において、前記底壁（１４ｃ）が、所定のプロ
ファイルを有しており、前記孔付きインサート（１８）のそれぞれが、前記底壁（１４ｃ
）と連結する連結壁（１８ａ）を有しており、この連結壁（１８ａ）が、前記所定のプロ
ファイルと実質的に合致するプロファイルを有している、自転車用のリム（１０）。
［態様３］
　態様１に記載の自転車用のリム（１０）において、前記底壁（１４ｃ）が、所定の第１
の曲げ半径を有する略円弧形状のプロファイルを有しており、前記孔付きインサート（１
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８）のそれぞれが、前記底壁（１４ｃ）と連結する連結壁（１８ａ）を有しており、この
連結壁（１８ａ）が、前記第１の曲げ半径と略同一の曲げ半径を有する略円弧形状のプロ
ファイルを有している、自転車用のリム（１０）。
［態様４］
　態様１から３のいずれか一態様に記載の自転車用のリム（１０）において、前記径方向
内側部分（１４）が、当該リム（１０）の正中矢状面（Ｘ－Ｘ）を基準として対称である
、自転車用のリム（１０）。
［態様５］
　態様１から３のいずれか一態様に記載の自転車用のリム（１０）において、前記径方向
内側部分（１４）が、当該リム（１０）の正中矢状面（Ｘ－Ｘ）を基準として非対称であ
る、自転車用のリム（１０）。
［態様６］
　態様１から５のいずれか一態様に記載の自転車用のリム（１０）において、さらに、前
記両側の側壁（１４ａ，１４ｂ）のうちの他方の側壁を前記底壁（１４ｃ）から区切る第
２の曲率不連続部（１４ｄ，１４ｅ）を有している、自転車用のリム（１０）。
［態様７］
　態様３または態様３に従属する場合の態様４から６のいずれか一態様に記載の自転車用
のリム（１０）において、少なくとも１つの前記側壁（１４ａ，１４ｂ）が、前記第１の
曲げ半径よりも大きい所定の第２の曲げ半径を有する略円弧形状のプロファイルを有して
いる、自転車用のリム（１０）。
［態様８］
　態様５に従属する場合の態様７に記載の自転車用のリム（１０）において、前記両側の
側壁（１４ａ，１４ｂ）のうちの一方の側壁（１４ａ）が、前記所定の第２の曲げ半径を
有する略円弧形状のプロファイルを有しており、前記両側の側壁（１４ａ，１４ｂ）のう
ちの他方の側壁（１４ｂ）が、前記第２の曲げ半径と異なる第３の曲げ半径を有する略円
弧形状のプロファイルを有している、自転車用のリム（１０）。
［態様９］
　態様１から６のいずれか一態様に記載の自転車用のリム（１０）において、少なくとも
１つの前記側壁（１４ａ，１４ｂ）が、略真直なプロファイルを有している、自転車用の
リム（１０）。
［態様１０］
　態様１から９のいずれか一態様に記載の自転車用のリム（１０）において、前記第１の
曲率不連続部（１４ｄ，１４ｅ）が、前記径方向内側部分（１４）の軸方向内側面（１４
ｆ）および軸方向外側面（１４ｇ）の両側に形成されている、自転車用のリム（１０）。
［態様１１］
　態様１から１０のいずれか一態様に記載のリム（１０）を備える自転車用の車輪（１１
）。
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